
計画期間

・

・

・

・

定量的指標の達成状況評価

・

目標 達成 達成率
(ha) (ha) (%)

用水受益 1,926.3 1,900.2 98.6

排水受益 461.3 353.7 76.7

・

・

受益項目

計画目標

老朽化した用水施設の保全対策により、施設が有する約1900haの農地に対する安定的な用
水供給機能の確保を図る。
老朽化した排水機場の保全対策により、約460haの農地及び宅地等を湛水被害から守る。

定量的指標

農山漁村地域整備計画の評価（事後評価）

計画の名称
計画策定主体

本県農業を支えてきた基幹的農業水利施設の多くが標準的な耐用年数を経過して老朽化が
進行しており、その機能が失われつつある。
このため、施設の機能診断を実施して機能保全計画を作成し適切な保全対策を実施するこ
とで農業水利施設の機能を保ち、安心して農業に取り組める環境を整え、県内農業の持続
的発展を図る。

高知県、土佐清水市、四万十市、佐川町

整備計画の事後評価（評価項目）

　高知県基幹農業水利施設機能保全整備計画

用水指標はほぼ達成し、湛水対策も８割近く達成している。本計画の目標は概ね達成され
ている。

整備計画の事後評価結果・意見

対象市町村

本整備計画は集落基盤整備事業の基幹水利施設保全型12施設と地域水利施設保全型4施設
で構成しており、それぞれ8施設と3施設が本整備計画期間内で完了する予定だったが、完
了地区は基幹水利施設で７施設、地域水利施設で2施設となった。
未完了地区の内、地域水利施設１施設は着手したが、基幹水利施設１施設（排水機場）は
計画期間内に着手できなかった。
定量的指標に対する達成状況を以下に示す。

平成２２年度～平成２６年度

　高知市、南国市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、佐川町

計画当初から、実施時期は流動的であることが予想されていたが、本整備計画期間（５
年）での達成状況は、用水供給施設に対する保全対策はほぼ目標達成。湛水対策施設の保
全対策は約8割の達成となった。



(平成２２年度～平成２６年度)

 平成２２年度～平成２４年度

　対象市町村

・

・

・

評価指標の達成状況評価

・

達成率
目標 達成 達成率(%)

防災事業 農地(ha) 440 114.9 26.1
家屋(戸) 300 174 58.0

(地震災害) 家屋(戸) 420 280 66.7
水利施設整備
事業

農地(ha) 340 157.4 46.3

達成率（指標平均） 49.3%

・

・

高知県 計画期間

本整備計画により、防災減災対策は半分の計画期間で約50％を達成し、予定の成果はほぼ
達成されている。

項目

農山漁村地域整備計画の評価（事後評価）

計画の名称

計画目標

高知県農村地域「安全・安心」保全整備計画

評価指標

計画策定主体

高知市、室戸市、安芸市、宿毛市、香南市、香美市、芸西村、
土佐町、仁淀川町、梼原町、津野町、四万十町、大月町

一括交付金の廃止に伴い、本整備計画の実施地区の内、防災事業は個別の補助金に移行、
水利施設整備事業は農山漁村地域整備交付金に戻った。

整備計画の事後評価（評価項目）

整備計画を実施することにより、ため池の決壊や湛水等の被害が想定される農地440ha、
家屋300戸の保全を図るとともに、地震災害から420戸の人命を守る。
併せて、ため池などの施設を改修することにより、340haの農地に対する安定的な用水供
給機能の確保を図る。

高知県においては、過去に幾度となく風水害や地震による甚大な被害を被っており、県全
域が「台風常襲地帯」、「東南海・南海地震防災対策推進地域」として災害防除対策推進
地域に指定されている。
このため、当計画に基づき災害危険地域での防災減災対策を推進することにより、農村地
域の農地・農業用施設や住民の生命・財産を守り、安心して暮らせる農村づくりを目指
す。

本整備計画は農山漁村地域整備交付金事業として策定され、平成23年度に地域自主戦略交
付金（一括交付金）へ移行。平成24年度補正予算から一括交付金が廃止された。

整備計画の事後評価結果・意見

事業移行により、農山漁村地域整備交付金防災減災対策は半分の計画期間で評価する。達
成率は約50％であり、本計画の目標は概ね達成されている。

そのため、本整備計画の評価は、平成24年度までの防災事業、平成26年度までの水利施設
整備事業の実績から行う。


